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消費者被害防止地域ネットワークの効果 

啓発時期のくふう 

 道内市町村において、消費者被害未然防止を目的に設立されている“地域ネットワーク”

ですが、今年は、網走市（４月）、紋別市（７月）、月形町（１０月）に設立されました。

 目的や必要性は認識しているものの、設立したことで『どんな効果があるのか？』、『他

の機関とは既に横の連携がとれているから、あらためてネットワークを設立する必要はな

いのでは？』等々のご意見もいただくことがあります。 
 地域ネットワークの最も大きな効果の１つは、“自分だけは大丈夫”と思っているよう
な消費生活分野に関心の薄い地域住民の方達にもさまざまな機関をとおして、消費生活関

連情報、特に消費者被害にかかわる情報を見聞きする機会を増やすことができることで

す。 
『おかしいな。だまされているかもしれないな。』と思っている人達が、『どうしたらい

いのか？こんなことでも相談できるのか？』を身近なところで、解決方法があることや専

門の相談窓口があることを紹介できる機会が増えます。そのためには、まず設立して、そ

の目的を住民に対して繰り返し周知することが第一に最も必要なことなのです。加えて、

市町村や構成団体の広報誌などにも、ネットワーク設立と目的や消費生活の相談窓口につ
いても繰り返し周知していくことができれば、より広く認識されることでしょう。 
このような地域は、悪質な販売方法をする事業者から敬遠されると期待できるのです。

地域ネットワークの設立は、業務上の横の連携だけでなく、住民に対してこそ必要です。

未設置の市町村は、是非、来年の設立について検討していただきたいと考えています。 

 若年者にむけた啓発機会は、学校の授業や行事などが主な機会なのが現状ですが、その

ほかにも、学校の入学式や卒業式などともに、成人式なども地域で大勢の人達が参加する

機会です。 
 大勢の人が集まる機会には、同じように事業者も販売の機会を狙って、出入りする人達

にアプローチすることが考えられます。その時に、消費者啓発の話しやリーフレットを配

布すると、その機会を狙っている事業者が勧誘を止めることも考えられます。 
 次年度の計画の際には、消費者啓発についても考えてみてはいかがでしょうか。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

だ ま さ れ な い た め の 十 カ 条 

２． ドア を あ け る前 に  まず 目 的 を 聞 く 

１． 『うま い 話 、こ の 世 に は な い ！ 』 

３． 『話 だ け で も聞 い て み よう』は キケン！ 

４． 点 検 を 装 う業 者 、気 を つ け て 

５． うます ぎ る もうけ 話 に は 、落 とし穴 

６． 身 に 覚 え の な い 請 求 に は 応 じな い 

７． 疑 お う、人 の ふ と こ ろ 聞 く業 者 

８． 勇 気 を 出 して  き っ ぱ り断 ろ う！ 

９． しつ こく 言 い 寄 る相 手 に は １１０番 

１０． 簡単に署名、押印せず 『契約は急がず慎重に！』

見知らぬ人の突然の訪問は、ついうっかりと話しを聞いてしまい、知らず知らずのうちに、

相手のペースに乗せられて、『しまった！』と気づくのが遅れてしまうことも。 
電話の隣や玄関などの見えるところに「十カ条」を貼っておき、いつでも、冷静になって判

断できるようにしましょう。 


